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ーワード）は増えていくと思うのですが、これをデー

タベース上で検索しやすいようにするために、1 回ま

たこれを整理する作業も必要になってくるのではない

かと思われます。 

 実際の Excel の画面を見ると、地名がいろいろ書い

てあります（図 8）。最初、タグ、タグ、タグ、キャ

プションと入力していくのですが、フィールドノート

を見ながら作業しているので、どんどん羅列して、項

目が乱れてきてしまって、これも途中で整理しなけれ

ばいけないという課題も残っています。 

 図 9 のような感じで、先生がノートを見ています。

作業補助者は内モンゴル出身の総研大の研究生の方で、

現地の言葉も分かり、中国語も分かり、松原先生が言

った言葉をすぐ Excel に反映させていくことができて

います。 

 このプロジェクトの第一義的な目的は、科研研究へ

の支援です。ただ、実際にいろいろな作業をする中で、

今までにない新しい面白い副次的効果が見えてきまし

た（図 10）。松原先生は国立民族学博物館の名誉教授

でいらっしゃるので、実際に学生、総研大の院生の指

導はしないのですが、こういう機会が生まれたことに

よって、研究コミュニケーションが成り立ったり、松

原先生の本が中国語に翻訳されて、この楊海英先生と

いうのが申請者の大野先生なのですが、「中国語の本

が余っているから欲しい人がいたらどうぞ配ってくだ

さい」と言って、留学生に配られたりしています。 

 事例としては一つで、そんなに大きな広がりにはな

っていないのですけれど、私自身、こういうデジタル

化の作業もすごく重要だと思いますが、このような副

次的な効果がいろいろなところで出てくると思うので

す。そのようなものも面白い結果になってくるのでは

ないかと思います。 

 

まとめと課題 

 やはり一番ハードルが高くなっているのはメタデータ

付与作業です。何千枚、人によっては 1 万枚オーバー、

それをどうやったらプレッシャーを和らげて作業を進め

ることができるか。ただ「データベース画面があります。

やってください」でやってくれる方ももちろんいると思

いますが、それではなかなかスタートできない場合は、

やはり何らかの支援、その場を設ける、作業補助者に来

ていただくといったことも必要だと思います。 

（図 9） 

「松原正毅ユーラシア遊牧社会コレクション」メタデータ入力作業③
入力作業の様子

（図 11） 

ご静聴ありがとうございました

サウジアラビア、ファーディー・ファーティマ地域の農地景観の変化

1970年(撮影：片倉もとこ ©国立民族学博物館) 2018年

（図 8） 

「松原正毅ユーラシア遊牧社会コレクション」メタデータ入力作業②
入力作業完了後にキーワードを整理する方針とし、まずはメタデータ入力を完了させる

（図 10） 

「松原正毅ユーラシア遊牧社会コレクション」メタデータ入力作業④
予想していなかった副次的成果

• DiPLASプロジェクトの主目的

は、科研研究への支援であ
るが、予想外の成果も生ま
れつつある

• 名誉教授と学生の間の研究
コミュニケーション
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 最初にタグ（キーワード）候補を設定して、それに

のっとってデータを入れていくということを想定して

いるのですが、実際にやってみると対応できない部分

があって、増やさなければいけません。減らすという

ことはまずありません。ですから、どうしても何往復

かやりとりしながら進めていく必要があります。私に

とって、デジタル化はかなり先端技術のイメージがあ

ったのですが、そのような従来のフェース・ツー・フ

ェースのコミュニケーションが今の段階では重要だと

思っています。 

 このようなことが果たして、地域研究あるいは文化

人類学分野の画像・デジタルデータ固有の問題なのか、

あるいは他の分野の方々と共有できる何か課題・問題

があるのかどうか、これは私の情報ではよく分からな

いのですが、考えていく必要があるだろうということ

です。 

 地域研究者あるいは文化人類学者は、一つの地域・

人々・コミュニティと何年も、場合によっては何十年

もかけてじっくり付き合っていく方が非常に多いです。

ですから、オープンサイエンス、デジタルデータとい

う中での地域研究の位置付け、どうやったらうまく回

っていくかということは、実際にこうやっていろいろ

作業をしながら考えていければと思っています。 

 私はこの事業に関わりながら、科研のメンバーで提

供支援を受けるという側にも立っています。図 11 の

左は、先ほどの片倉もとこ先生の写真です。1970 年

のオアシスの灌漑農地です。右は、2018 年 5 月に行

ったときの写真です。全く同じ場所ではないのですが、

農業が廃れていることによって、社会、いろいろなも

のが変わってきている、そのような研究の一つのきっ

かけになる、大変有用な写真だと思います。私の個人

的な研究も含めて紹介させていただきました。 

 

 

 

●林賢紀 ありがとうございます。それでは質疑を受

けたいと思います。 

●フロア 1 国立国会図書館の職員です。お二人のど

ちらかは分からないのですが、データ公開を前提とし

ていない研究手法ゆえの苦労かなと感じました。研究

手法自体を変える方向に、支援する立場としてコミッ

トすることはあり得るのでしょうか。 

 

●丸川 写真をデジタル化して、いろいろな形で活用

できるようにすることで何が起こるかというところは

これからなのですが、支援事業で、これ自体が研究で

はないということで、そこまで積極的に踏み込んで情

報学的な研究テーマをそこに当てはめてというアプロ

ーチはしていません。むしろライブラリが公開された

後で、分野横断的に他の分野、他のサイエンスの方が

この写真のデジタルライブラリをある種のデータとし

て活用することでイノベーションが起こるということ

は期待されているのではないかと思っています。 

 

●フロア 2 国立極地研究所の図書館員です。ある程

度分野の知識を持っている方でなければ入力補助者は

務まらないということを前提にされていると思います

が、補助者の作業時間は 1 日どれくらいなのか、ある

いは 1 週間単位でこのぐらいの画像をやってというよ

うな幅を設けていらっしゃったら教えてください。 

 

●石山 基本的にその地域のことを分かっている方に

補助者を今のところお願いしていますが、松原先生の

事例のように、「これ」と言って、それを日本語や英

語で入力するだけなら、必ずしもその地域に精通した

方でなくても大丈夫ではないかという気はしています。 

 作業時間はまちまちなのですが、午前 11 時から昼 1

時間休憩を挟んで 5 時まで、これを週 1あるいは週 2 の

ペースでやっている場合が多いです。それは松原先生の

案件の場合です。うまく進むときはその日のうちに 200

枚ぐらい、情報が分からないとか、時系列が狂っている

場合、50 枚以下という日もあります。ですから、5 時間

作業でアベレージ、大ざっぱに言って 100～200 ぐらい

と考えていただければいいと思います。 
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●フロア 2 そこは正確さを重視していて、枚数など

の制限を設けてやっているわけではないということで

よろしいですか。 

 

●石山 枚数の制限については、結構疲れる作業なの

で、作業をする方がやめると言うまではやっていただ

ければいいかなと思いますし、片倉先生の案件の場合

は、入力者の方が自宅でも少しやったりなど、いろい

ろなパターンでしています。枚数が多い場合はなかな

か終わりが見えてこないということも今の課題です。 

 

●林賢紀 はい、ありがとうございます。 

 もう一つ質疑の時間がございますが、他に何か聞い

てみたい、あるいは質問・コメント等いかがでしょう

か。はい、どうぞ。 

 

●フロア 3 関東学院大学の職員です。松原先生の

「ユーラシア遊牧社会コレクション」メタデータ入力

作業②（図 8）を見ると、松原先生のコメントを入力

する欄が Excel 上で見えるのですが、独自に追加する

テーブルというか、ローカルの入力はどれぐらい許容

されているのでしょうか。 

 

●石山 文字数などですか。 

 

●フロア 3 際限がなくなってしまうので、ローカル

で、例えば松原先生のコメントを取るところは何個ま

でというような制限を設けていらっしゃるのか。 

 

●石山 丸川さんからあった話では 30 とか 100 とか。

文字数のマックスはありましたか。 

 

●丸川 目安です。 

 

●石山 目安ですね。今のところ松原先生の方にはそ

のような制約は課していません。またいろいろデータ

をいじっていく段階になって、長過ぎるというものが

幾つか出てきたらお願いする場合はありますが、今は

ほとんど自由記述に近い感じでお願いしています。 

 

●フロア 3 その項目は、検索のターゲットにはされ

ているのですか。 

 

●石山 それもそこから検討したいと思うところなの

ですが、例えば 100 字の記述の中で重要な単語がある

と判断した場合は、それをまたキーワードとして別に

抜き出すという可能性はもちろんあります。 

（図 8） 

「松原正毅ユーラシア遊牧社会コレクション」メタデータ入力作業②
入力作業完了後にキーワードを整理する方針とし、まずはメタデータ入力を完了させる
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●林賢紀 パネルディスカッションでは、モデレータ

ーは引き続き私、国際農林水産業研究センターの林が

務めます。パネリストは登壇された皆さまです。 

 始めに、ご発表された皆さまから先ほどの発表につ

いて補足があれば、順にお願いできますでしょうか。 

 

●赤池 今日はテーマが「研究者・ライブラリアンの

役割」ということなので、ライブラリアンの方、研究

者の方、ぜひご意見をお聞かせいただければと思いま

す。そこを踏まえて、また新たな施策に反映していき

たいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

●林和弘 1 点補足させていただくと、研究データポ

リシーを使って何かをしなさいという話ではないとい

うお話をしたのですが、これまで研究データ利活用に

関して、思いはあるけれども、活動がしづらかったラ

イブラリアンの方など、関係者の方がいらっしゃった

ら、むしろこのデータポリシーを使って何かできるこ

とを考えていただければというのが本意でした。 

 

●白井 特に補足というのはないのですが、研究の現

場にいると視野が限られてきてしまうので、このよう

な場で皆さまと一緒に情報交換できることを楽しみに

しています。 

 

●丸川 私も特に補足はないのですが、国立民族学博

物館のデータベースは少し奥に入って分かりにくいと

ころにあるので、それをどう活用して皆さんに見てい

ただけるようにするかというのが課題です。今日お越

しの皆さんには、ぜひご興味がありましたら、一度眺

めてみていただければと思います。国立民族学博物館

はデータベースを始めたのが早いだけに、データのポ

リシーといったところが後手に回っているところがあ

るので、今日この場で勉強させていただきたいと思っ

ています。よろしくお願いします。 

 

●石山 私からも補足というわけではないのですが、

国立民族学博物館は関西にはコアなファンの方がいら

っしゃって、チェックしている方が多いのですが、関

西を離れると、よほど興味がある方以外は「何、そ

れ？」という反応もありますので、ぜひこれを機会に

サイトを見ていただければと思います。今日は「デー

タ利活用ポリシー」というのがテーマの頭に付いてい

るのですが、私ができたのは現場からの報告というこ

とで、これがどう結び付いていくかという話も考えら

れたらと思います。 

第1回 SPARC Japan セミナー2018 

パネルディスカッション 

   林  賢紀 （国際農林水産業研究センター） 

   赤池 伸一 （科学技術・学術政策研究所 / 内閣府） 

   林  和弘 （科学技術・学術政策研究所） 

   白井 知子 （国立環境研究所 地球環境研究センター） 

   丸川 雄三 （国立民族学博物館） 

   石山  俊 （国立民族学博物館） 
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●林賢紀 ありがとうございました。では、オンライ

ンならびにフロアからご質問を頂いているので、質問

から先にさせていただきたく思います。 

 まず、赤池さん、林さんへの質問かと思いますが、

「もしポリシーをつくれなかったらどうなるのだろう」

という質問が来ています。ポリシーをつくれなかった

機関、あるいはつくったけれどもデータの公開が間に

合っていない機関は競争的資金への応募ができなくな

るのですかという質問です。 

 

●赤池 法的な拘束力という意味ではないです。ただ、

例えば共同研究をしたり、ファンディングエージェン

シーから外部資金を獲得したりするときに必要になっ

たり、学会から求められたり、だんだん適用せざるを

得ない環境になってくるということで、事実上の、デ

ファクトといいますか、そのようなものに徐々になっ

ていくのではないかと思います。実態面は林さんの方

がよくご存じだと思うので、よろしくお願いします。 

 

●林和弘 ご説明がかぶりますが、法的拘束力がない

ので、できなかったからといって罰則が、例えば国か

ら何かあるということは、構造的にはあり得ません。

念のため、統合イノベーション戦略では、全研究開発

法人が 2020 年までにデータポリシーを策定するとい

うことにはなっているのですが、研究開発法人傘下の

全ての研究機関はすべからくデータポリシーを策定せ

よとは書いていないのです。これは読み方の解釈の仕

方もあるのですが。ですから、できなかったからとい

って急に何か不利になるということもありません。 

 また、プレゼンのときに申し上げたとおり、余計な

負担をかけるつもりは本来ない、つくった方が便利に

なる、もしくは不利にならないという議論の上でこれ

はできています。今、赤池参事官からもありましたよ

うに、世の中の流れとしては、データポリシーがある

ことが前提で研究費がもらえるような方向性になって

いるので、それに向けてご準備くださいという話にな

っています。 

 でも、それで放っておかれてしまうのかということ

に対しては、今想定されている議論の個人的見解をお

話しすると、研究開発法人の主立ったところがデータ

ポリシーを作成すると、研究開発法人のデータポリシ

ーの中の共通項目のようなものが出来上がるだろうと

いうことを想定しています。そうすると、それをデフ

ァクト的な標準のセットにして、テンプレート化する

ことによって、職員数が必ずしも多くない研究開発法

人向け、あるいはその下の研究機関向けにデータポリ

シーが策定できるようになるのではないかという想定

も議論としてはあります。必ずこうするというつもり

ではなくて、そういう議論もした上で、こういうポリ

シーおよびガイドラインがつくられてきたということ

を補足説明させていただきます。 

 

●林賢紀 これに関連して、「科研費もデータ・マネ

ジメント・プランが義務化されるということになると、

統合イノベーション戦略の期限よりももっと早い、例

えば 2020 年度初めにはポリシーができていて、それ

が公開されているという状況の方がいいか」という質

問があります。これは今の話で言うと、やはりその方

がいいということになりますでしょうか。 

 

●赤池・林和弘 はい。 

 

●林賢紀 はい、ありがとうございます。 

 また、赤池さんに、「文科省と内閣府に分かれてオ

ープンサイエンスの関連施策に取り組まれているよう

に見えます。それぞれの所管、連携はどのようなもの

でしょうか」という質問が来ています。 

 

●赤池 その点についてはよく批判されているところ

ですが、このオープンサイエンスということに関して

は、事実上一体的に議論をしていると言っていいと思

います。もっと率直な話をすると、私自身が文科省の

下部機関の科学技術・学術政策研究所（NISTEP）の

職員で、本省も併任していて、縦に全部見ています。
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今回、特に内閣府の検討に当たっては、相当綿密に本

省、具体的には研究振興局の情報参事官付とも連携し

ています。もちろんそこも国立情報学研究所（NII）、

科学技術振興機構（JST）などと本当に細部に至る連

携をしているので、そういう面での齟齬はないと政府

部内では考えています。 

 ただ、先ほどからご指摘があるとおり、これを実現

させていく上で、例えば研究所や研究者の方々の研究

活動のさまざまな場面にまで、いい仕組みになってい

くかというところは、これからの課題であると考えて

います。そういう意味では、政府部内では齟齬はない

と考えていますが、むしろ実態面をどう図っていくか

というのは、私どもも皆さんの知恵を借りながらやっ

ていきたいと考えています。 

 

●林賢紀 次は林さんへの質問です。「非公開とする

研究データはリポジトリには入れないという認識でい

るのですが、リポジトリのダークアーカイブ的な利用

は想定されているのでしょうか」。 

 

●林和弘 研究機関の研究データ管理という意味にお

いては、おっしゃるとおり、機関リポジトリとした場

合は、どちらかというと公開を主眼とすると思うので

すが、研究管理データ基盤という考え方の方が、デー

タポリシーに関する管理という意味では合っているの

ではないかと思います。 

 公開というのはラストワンマイルのようなものです。

まず研究機関でどういう研究が生まれて、その研究デ

ータの価値はどのようで、その価値に応じてオープ

ン・クローズ戦略を、もしくはエンバーゴ規定を設定

した上で保存すべきものは保存し、公開すべきものは

公開するということになるので、リポジトリはどちら

かというと「ハレ」の日の着物のようなもので、相対

的にはオープンにしてどんどん使ってくださいという

ものを公開するイメージでいます。 

 それよりはもっと、「ケ」という表現は適切ではな

いと思いますが、普段使いのものから、時には、いい

意味で泥臭い作業、私もデータ整理をよくしていたの

でこれは決して悪い意味ではないのですが、そういう

作業の元の生データを管理することによって、誰がい

つ、どういう作業をし、研究活動に貢献したかという

ログが取れるようにしておくデータ管理基盤をつくっ

ていくということになるのだと理解しています。 

 

●林賢紀 オンラインで聞くと、たくさん質問が来る

なと思っております。 

 これも林さんへの質問なのですが、「科研費を得て

行った研究活動で取得・作成した研究データの公開の

義務化への流れについての見解」ということで、多分

これまでの流れだと、それは出す、公開することにな

ると、今の回答とほぼ同じになるのではないかと思う

のですが、こちらはいかがでしょうか。 

 

●林和弘 長期的に見れば時間の問題であるのは間違

いないとは思っているのですが、科研費が研究データ

の公開まで義務化するというのは、私個人としては相

当時間が、10～20 年ぐらいかかってもおかしくない

くらいだと今は思っています。 

 それを占う二つのシグナルがあります。まず科研費

自体が論文のオープンアクセスの義務化をまだ制定し

ていないので、その義務化が始まれば、次は研究デー

タの公開が義務化になるという一つのシグナルになる

かとは思います。もう一つは、JST のファンディング

事業で、既にオープンサイエンスに関する幾つかの推

奨がされていて、その中で論文のオープンアクセスは

かなり強い推奨で、研究データに関してもベストエフ

ォートで公開しましょうと書いてあります。これが義

務化になったとき、また一つのシグナルになると思い

ますが、それなりに時間がかかるものと思っています。 

 

●林賢紀 科研費を含めた義務化というのは時間がか

かるというお話でした。 

 次は白井さんです。今日のご講演の中で、データの

取得と作成が他の研究機関と共同で行われた場合の帰
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属については、それらの研究機関との取り決めによっ

て定めるというお話がありました。差し支えなければ、

具体的な例を何かご紹介いただけないでしょうか。 

 

●白井 具体的な例は思いつかないのですが、基本的

には、私が今兼務している企画部で共同研究一切を取

り扱っているので、そこで個別案件として対応してい

ます。研究機関同士だと、財源など似たようなケース

が多く、省庁が違っても同じ言語でしゃべれることが

比較的あるのですが、民間企業との共同研究だと、視

点やタイムスケールが違うので、こだわるポイントが

伝わりにくいというところが結構センシティブだと思

っています。個別案件は細かくてご紹介できないので

すが、今度こういう機会があったときのために個別案

件で出せるものを整理しておこうと思います。 

 

●林賢紀 参考までに、私のいる研究所でも、海外と

の共同研究契約で知的財産権の帰属を必ず入れるよう

になっているのですが、例えば特許や品種などがお互

いのものになるのか、現地のものになるのかというよ

うな例がよくあります。個別で先方と協議して、結果

として研究契約として成立するというイメージかと思

っています。 

 これも白井さんです。個別の案件になるかもしれな

いのですが、「現場でそれぞれつくられている詳細な

ポリシーの作成の経緯や概要で、分野ごとの違いはあ

るのでしょうか」というご質問です。 

 

●白井 はい、「ありまくる」というのが答えになり

ます。本当に分野によってこだわるところが全然違い

ます。発表の中でもご紹介したのですが、研究の中で

データを使い合うような分野、国際的な分野や自然科

学系は、なるべく使ってもらえるようなポリシーにす

る傾向があります。一方で、限定された地域や個人の

情報が入ってくるような分野では、あまりオープンで

はないポリシーに落ち着くという傾向があります。そ

れぞれの分野によってデータポリシーのこだわりどこ

ろがかなり違うというのが、研究機関としての一括し

たデータポリシーを細かく定めるのが難しかった一番

の原因かと思っています。 

 

●林賢紀 また、例えば使ったらお知らせくださいと

いうフィードバックについて、規約に明記するよりも、

その手間を減らして利用者を増やした方がいいのでは

という視点から、「フィードバックの中身や、フィー

ドバックがどのくらい来たかということを定量的に評

価している事例はあるのでしょうか」というご質問で

す。 

 

●白井 定量的な評価はしていませんが、DOI を付

けて公開した理由の一つは、トラックバックしやすく

することです。どれだけアクセスされたかを集計しや

すくするという目的を込めて、なるべく DOI を付け

た公開を増やしています。 

 

●林賢紀 確かにリンクや DOI があると、それだけ

で引用のカウントがしやすくなると個人的にも思いま

す。 

 丸川さん、石山さんへ質問というか、ご要望が来て

います。図書館にとっても、メタデータの付け方など、

写真の整理は悩ましい問題です。ご発表の中でも、か

なり細かい、例えば保存容器や状態といったものにま

できちんとメタデータが付いているということもあり

ました。今日も一部見せていただきましたが、整理の

ノウハウ、メタデータの付与ルール、扱われている語

彙の共有や公開のご予定はあるのでしょうか。 

 

●丸川 国立民族学博物館の事業としても写真の整理

は長年やっているので、そちらの方では一定のルール

があります。今回ご紹介したプロジェクトの難しいと

ころは、資料を国立民族学博物館の所蔵にして整理す

るのであれば、国立民族学博物館のルールにのっとっ

てということでいいのですが、この事業ではそれをし

ないで、資料はデジタル化した後に返却するという形
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にしていることです。ですので、国立民族学博物館で

の ID を付けるという形での整理とはいろいろと違う

ところもあって、プロジェクト独自の整理ということ

でやっています。 

 回答としては、国立民族学博物館としての整理のル

ールはここで披露するだけの持ち合わせはないのです

が、一定のルールの下で行っています。今回のプロジ

ェクトでの整理法は、それとは前提とやり方が少し異

なるということです。 

 

●林賢紀 国立民族学博物館のルールや、今回のプロ

ジェクトのルールを、例えば図書館の人が使えるよう

な形で公開する予定はないのでしょうか。 

 

●丸川 今回のプロジェクトの方の話ですよね。今回

のプロジェクトの写真については、整理が終わったら、

利用許諾あるいは著作権を国立民族学博物館側で頂く

という形の著作権者との取り交わしを進めています。

最終的にそのような形で国立民族学博物館側の判断で

公開できるとなったものについては公開していきます。

ただ、著作権あるいは利用許諾の問題はそこでクリア

されて明確になるのですが、何しろ世界中の各地の

人々、まちの様子が映っているので、肖像権の問題も

あります。それに加えて、今、国立民族学博物館で議

論しているのは、各地の文化に対する配慮、その地で

こういう写真は公開するべきではないというような、

それぞれの場所や文化での暗黙の了解です。それをき

ちんと踏まえた上で公開しなければならない、公開す

るに当たってはそれをきちんと踏まえなければならな

いということで、そこの線引きをどうするかは、館内

でも議論しているところです。 

 どういうルールがあるかという具体例については、

もしよろしければ、石山さんから話をしていただこう

と思います。 

 

●石山 補足すると、地域の規範・社会・文化によっ

て、公開していい写真、できない写真に分かれてくる

のです。例えば先ほど紹介した片倉もとこ先生のサウ

ジアラビアの写真が今一番難しい事例です。 

 片倉先生は女性ですから、女性が家の奥の方、台所

などの領域で、覆いを取って顔を出している写真を撮

っているのですが、これの公開は、基本的に現在のサ

ウジアラビアの文化・社会的には NG です。ただ、

もしご本人の了解が取れれば公開できるだろうという

のが、申請者の、科研プロジェクト側での今のポリシ

ーで、現地調査に行く中で、できる限りそれを本人に

いいか悪いか聞いて、もし、いいと言ってくれるもの

があったら公開する方向でいきましょうということで

す。もしご本人がご存命でない場合、周りのご家族に

聞くなどです。 

 女性が写っていなくても、結婚の契約は双方の父親

同士でするのですが、これは男だからいいだろうと僕

たちは考えたのですけれど、実際にサウジアラビアの

方に聞くと、「いや、男性しか写っていない写真でも、

これは公開しない方がいい」という個別の判断が求め

られる地域もあります。 

 撮影者によると、そこは割と鷹揚な方もいるそうで

す。例えばアフリカでは、女性が上半身裸でなければ、

あとはいいのではないか、というスタンスの方もいま

すし、その辺は案件ごとの個別対応で、なるべく公開

したいという方向で進めています。 

 

●丸川 そのような状況なので、一般公開、誰でも見

られるようにできるものというのはやはり限られてい

ます。ただ、それは公開しないという意味ではなくて、

国立民族学博物館に来ていただいて、一定の条件を満

たした上で閲覧をする、あるいは研究等に利用すると

いうように、リポジトリという形ではなく、研究基盤

としては何らか利用可能な形にしていくということに

なっていくと思います。 

 

●林賢紀 今日の文脈でいくと、研究データのポリシ

ーをつくって公開しないといけないのかということに

対する一つの回答が、将来的には公開するかもしれな
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いけれども、社会の規範、地域規範、肖像権など守ら

なければいけないものが当然出てくるということです

ね。 

 

●林和弘 先ほどのダークアーカイブと今の話をつな

げて、一つ言わなければいけないことを言っていなか

ったので申し上げます。データポリシーは外向けに公

開することを推奨するような意味合いが相対的に強い

と申し上げました。実は、このデータポリシーをつく

ろうと思うと、内規をたくさんつくらなければいけな

いということを十分認識しています。既に先行してい

る事例で内規が 6～7 個必要になっています。まず雇

用契約があります。その中で、知的財産の処理に関し

て書いてあるものもあれば、書いていないものもある、

書いていなければ決めましょうという話があります。

また、そもそも内部でダークアーカイブを含めて、管

理すべき研究データをどう扱い、運用するかという内

部基準が必要になってきます。そういう話で、データ

ポリシーを策定するというのは、その下に数々の内部

の運用・統制のためのルールを決めることでもあると

いうことになります。今、現場の具体的な事例などを

ご紹介いただいたということです。 

 

●林賢紀 今の関連で、赤池さん向けの質問が来てい

ます。「データ基盤をつくることも重要ですが、デー

タを入れることそのものが重要です。これはデータポ

リシーを定めるだけでは十分ではないのではないでし

ょうか」という質問です。これについてコメントがあ

ればお願いします。 

 

●赤池 データの入れ場所も整理しなければいけない

ですし、一番大事なのは、入れていただくインセンテ

ィブです。インセンティブについては、規制と言うと

強いですが、オープンとクローズドの基準のようなも

のと相互にリンクするところがあります。入れておく

べき場所というのは結構深刻な問題と考えていて、文

科省や関係当局と議論を始めています。 

 ただ、限られた予算、財政の中でどういう形で効率

的にやっていけるか。また、大事なこととして、各機

関もそうですが、まず経営方針があって、その中でど

ういう管理をしていくかというのが先にありきで、何

でもかんでもということにはならないのではないかと

思います。 

 ここで言っているガイドラインは、むしろ英米法か

大陸法かというような議論ですが、実際に事細かに決

めるということも一案として考えたのですが、それは

学術の振興という側面から見てあまり望ましくないの

ではないかと。例えば個人情報一つとっても、石山先

生からご説明があったとおり、中身によって、分野に

よって、個人に関する情報の意味合いが変わってきま

す。今のところ言えるのは、こういうことについて考

えていただく必要がありますよという意味でのガイド

ラインであるということで、それで実際の事例を積み

上げながら、そこに一般準則のようなものができてく

るのではないか、そういう意味で規定そのものも進化

のプロセスにあるのではないかと思います。 

 最初の話に戻ると、どのようにためておくか、ため

ていくためのルールをどう考えるかというのは関係当

局と議論しているところです。 

 

●林賢紀 先ほどの丸川さん、石山さんの質問に戻り

ます。写真そのものの公開は今の議論のとおりで、い

ろいろな事情で考えなければいけない、大きな言葉で

言えばオープン・クローズ戦略になるのかもしれない

のですが、図書館員の目で見たときに、具体的な写真

の整理方法のノウハウの公開があると、現場で何か担

当されている方の役に立つのではないかと思います。

先ほど見せていただいたタグは、かなり民族学ベース

のものになっている印象がありますが、例えばそれが

海外で撮った農業研究の写真などに応用できる可能性

があるとすれば、何かそういうノウハウを共有してい

ただけると、整理をする図書館員は大変ありがたいの

ですが、そのあたりはいかがでしょうか。 
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●石山 これは国立民族学博物館のこのプロジェクト

の議論というより、私と同僚の研究員とでよく話して

いることですが、先ほど丸川さんから昔のスライド装

置にデジカメをくっつけて撮影する話などがありまし

たけれど、その辺のノウハウ、メタデータの付与のや

り方など、いずれできたらいいなということは話して

います。今は日々違った事例の積み重ねで、まだまだ

まとめられる状況ではないのですが、恐らく数年続い

ていけば、作業のパターン化、こういうケースはこう

というのができてくるのではないかと予測しているの

で、その時点でそのようにできたらいいと思いますし、

そういう要望を頂けるということは非常にありがたい

ことだと考えています。 

 

●林和弘 関連した質問です。プロジェクトごとにメ

タデータを付けるとか、秘書さんがやるとか、個別に

誰かが付いているような事例のご紹介があったのです

が、いい意味でそういう人材が使い回されるようなケ

ースがあるのでしょうか。それが一つのデータライブ

ラリアンにつながるきっかけになるのではないかとい

う感じで、誰か最初はバイネームで、得意な人がどこ

へ行っても国立民族学博物館のメタデータを付けると

いうようなシナリオになるような兆しはありますか。 

 

●石山 今のところ、今日紹介した事例以外にはまだ

あのような事例はなくて、ご本人に付けていただくと

いうことが多いのですが、地域研究で問題になってく

るのは、地域に対してある程度詳しい人の方が作業者

として親和性があるのではないかということです。途

中でパッと言われても、「あそこですね」と、非常に

作業が進みやすくなるのではないかとは思っています。

そういうところでも、地域というものに関心がおあり

の方だったら、ライブラリアンとして活躍していただ

くことはできると思いますし、その方もそうやって地

域に関する知識をどんどん増やしていくことが喜びに

なれば、それはすごく面白いことだと思います。 

 

●林和弘 それは少しシチズンサイエンスの様相も入

ってくるような感じがしますね。 

 

●石山 そうですね。来館者で、国立民族学博物館の

ファンの方でそういうことにお詳しい方がいると思う

のです。ファンの方に限らずとも、そういう方に参加

していただくということもあり得るかなと思いますし、

そうなったら面白いです。 

 

●林賢紀 ありがとうございます。それでは、ここま

での議論も含めて会場内から何かコメント等ございま

すか。 

 

●フロア 1 国立極地研究所の図書館員です。今の議

論を大変面白くお聞きしていました。ライブラリアン

をどう広げていくかというところに特に関心があった

のですが、それに関連して、前提の話をお聞きしたい

のです。元の話に戻ると、好意的に、前向きに解釈す

ると、ガイドラインが策定されたときに、ポリシーメ

イキングや運用にライブラリアンが関わるということ

を想定されて書いていただいたということになると思

うのです。 

 ただ、よく大学等でいわれる話として、各大学の機

関には諸条件を判断する能力がないとか、あるいは、

かなりきつい言い方ですが、ポリシー作成に対する発

言権がライブラリーには必ずしもあるとは限らないと

いうような話があります。でも、それでは議論が進ま

ないというか、かみ合わないので、そもそもガイドラ

インが示すライブラリアンとはどういう人かというこ

とをお聞きしたいと思って来ました。ついては、国研

の中でライブラリアンが機能している例があるのか、

あるいはライブラリアンの機能を持つ人がどういう人

なのか、お聞きできればと思っています。 

 今回の話を聞くと、白井さんや石山さんはライブラ

リアンではないかとも思えるのですが、ご本人のスタ

ンスとしてはいかがか、そういうところもお聞きでき

ればと思っています。 
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●林賢紀 皆さま、いかがでしょうか。 

 

●白井 ちょっとびっくりしています（笑）。ライブ

ラリアンの方にそのように言っていただけるのはうれ

しいというか、仲間に入れてもらったのかなという感

じもあるのですけれども、研究をやっている側とライ

ブラリアンと呼ばれるコミュニティの間にまだギャッ

プがありまして、今ライブラリアンの方々はどういう

方々で、何を日常やっていらっしゃって、関心事は何

でというのが見えないのです。関心事などがマージし

てきて、そういうご発言になったのかなと思うので、

そこを歩み寄ることがオープンサイエンスやオープン

データを進める大きな一歩ではないかという気がして

います。 

 国立環境研究所でも、数は少ないのですが、歩み寄

り型のライブラリアンのような方がいらっしゃって、

その存在は研究所全体に役立っています。研究者は、

自分の研究分野についてすごく熱心なのですが、全体

を俯瞰してどうこうしようという余裕のある人はそん

なにいなかったりもします。関心に火が付けば走るの

ですが、日常生活でコンスタントに何かについて俯瞰

的には仕事をしていないので、やはりライブラリアン

的な方との対話を通じて、研究所としてのいろいろな

知識の底上げや有機的な動きにつながっていくといい

なと思っています。 

 

●石山 私の方もうれしいびっくりです。基本的に研

究者だから研究者という一つのラベルだけでいいはず

もないし、いろいろなことができるのは、僕はすごく

いいことではないかと思っています。そういう意味で

そう言っていただけると、自分を見直したりします。 

 私がこういうメタデータ作業に関わって面白いと思

うのは、人の研究手法を盗めるということです。松原

先生の事例だと、先生が学生相手に、「20～30 年前は

ここはこうやったんや、ここでこういうことが起きた」

と言うと、僕はアフリカを中心とした地域研究なので

すが、「そうか」と聞き耳を立てて聞いて介入してし

まったりします。先ほどのご質問ともつながるところ

かとも思うのですが、その地道にやっている作業のプ

ロセスを将来的に発信していけるというのは意味があ

るのだと、今、改めて思ったところです。 

 

●赤池 少し政策的な側面から見ると、今、大学や研

究開発法人では組織改革が最大の課題になっていて、

今までのいわゆる教員の方と事務の方だけではなくて、

例えば科学コミュニケーションもそうですし、URA

の方もそうですし、今までの職制とは違う新たな職制

が求められていて、全体のリソースが増える状態では

ないのですが、そのような役割の方が強く求められて

いるのではないかと思います。だから、新しい形のラ

イブラリアンは、新しい時代の中で、経営改革の中で

どういうポジションを取っていくのか、ある意味戦略

的に動ける良いチャンスでもあるのではないかと思い

ます。 

 例えば、こういう横の情報連携の場もそうですし、

他の職制、URA、お隣の職制との関係も含めて、どう

いう形で、またキャリアパスも含めて取っていけるの

かというのが議論になっています。諸外国、アメリカ

もそうですし、ヨーロッパなども別の形でエコシステ

ムが回っているような面もあると思うので、そういう

ところも参考にしつつ、もちろん政策当局としてもし

っかり考えていかなければいけないですし、現場のお

考えなども聞きながら考えていきたいと思います。 

 

●林和弘 既にフロア 1 の方とは議論していることを

話すことになるのですが、皆さんに共通する話として、

データポリシーをつくる際に私も間接的に関わらせて

いただいているのですが、個人的な見解として、ライ

ブラリアンとして想定している像は一つ明快なものが

あります。 

 研究を終えて次の研究に移るときに、前の研究の管

理をするのが正直、面倒くさいと思っている研究者も

多いと、研究者である私自身が認識しています。つま

り、研究者の内在的欲求としては新しいことをどんど
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んやりたいわけです。そこで、終わった研究と言うと

駄目なという意味になりそうですが、そうではなくて、

終了して興味を失った、これも正しい表現ではないで

すね。成熟し終わった研究のデータなどについてはラ

イブラリアンがしっかりと管理をする。この場合は、

後世に残すだけでなく、知の体系化に役立てるための、

教育的な汎用性のあるメタデータを付けるというよう

な、ライブラリアンの中でもゼネラルライブラリアン

のスキルが生きていく話としてあり得るのではないか

と思っています。 

 これとの対極として、研究対象に対するパッション

が研究者との対話を生み、歩み寄りのライブラリアン

という話もありましたが、いい意味での感情移入をし

て、何か面白いことをやろう、それを具体的なサービ

スに実現していこうという中に、もう一つのデータラ

イブラリアンの像があり得ると思います。日本のライ

ブラリアンの構造上、なかなかそういうものが起きに

くい状況であることも認識した上で、でも、可能性と

してはそういうものもあっていいのではないかと思っ

ています。 

 

●白井 今、林さんが言葉に詰まっていらしたデータ

についてですが、「終わった」というよりも、研究者

は自分が分かりたいことが分かって、それで論文を数

本出したら、次に行くのですが、実はそのデータは、

他の視点から見たり、他の部分を使ったりすると、新

しいものを生み出す可能性がかなりあって、そういう

意味では半生（はんなま）のデータというか、全然死

んでいません。もしかしたら誰か他の人が見たら金の

卵かもしれない。これからオープンデータで、今まで

他の分野の人が見ることがなかったデータに日が当た

って、全然違う成果が生まれることがあると思ってい

ます。 

 ただし、私のイントロでもご説明したのですが、次

のことを考えてお金を取らなくてはいけないというこ

とがあると、自分が論文を出した後のデータを整理し

て、メタデータもしっかり付けて最後まで持っていく

というところまでは気持ちがいかないし、手も動かな

いということがあります。 

 そういう非常に価値のあるところだということをフ

ォローさせていただきたいと思いました。 

 

●林賢紀 ちょうど今日のテーマにつながる話題です

が、この話題に関連して何か他にフロアからコメント

や意見はございますか。特にライブラリアンの立ち位

置というところで何かお気付きのことがあれば、フロ

アからお願いします。 

 

●フロア 2 出版社のシュプリンガー・ネイチャーの

社員です。私は図書館の担当で皆さまとお付き合いが

あります。皆さまと今パネラーで座っていらっしゃる

方々の一つの共通点がキュレーターという立場ではな

いかと思います。キュレーションしていくという面で、

データをいわゆるライブラリアン語で言うと、カタロ

ギングしていくことがかなり容易になっていれば、も

っとたくさんのデータが取捨選択できたり、公開する

までのデータの用意が手早くできたりするのではない

かと思うのです。 

 例えば研究室で先生方がデータを取ったときに、

iPad などをピピピと押すと、そのカテゴリが入力でき

るとか、昔のデータを例えばシチズンサイエンティス

トの方にカタロギングしていただくときも、よく図書

館にあるバーコードを読むとさっと入るというような、

ツールがあればいいのではないかと思うのです。政府

で今回出された「データポリシー策定のためのガイド

ライン」に沿ったような形の項目がうまく入力できる

ツールを例えば NII や JST と開発するというような企

画はあるのでしょうか。 

 

●赤池 大事な視点だと思います。ただ、同じような

問題意識を持っている人は、JST でも NISTEP でも

NII でもおりまして、それ自体が別々の形であるので、

政府としてそういう知見をどのような形である意味標

準化して政策に落とし込めるかというのは、私自身も
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関心があるところです。国の資産としてそういうもの

をどう活用していくかということがすごく大事です。

例えばシュプリンガー・ネイチャーさんやエルゼビア

さんもそうですし、グローバルな文脈の中でデータを

どう活用して、私の仕事で言えば国益をどう確保して

いくかというのが、私の内閣府で課せられた次の課題

なのです。 

 だから、そういうところを実現あらしめるものとし

て、そのような具体的なツール、あるいはプロトコル

に落とし込むのはすごく大事だと思っています。潜在

的には認識していたのですが、具体的な施策にはまだ

落とし込めていないので、ぜひそこのところはしっか

りと考えていきたいと思います。具体的には林さんの

方から。 

 

●林和弘 オープンサイエンス政策の中でも科学技術

政策と産業政策を分けて議論することがあって、今の

は産業政策の方につながる話だと私は理解しています。

オープンサイエンスの可能性を生かして、ツールとい

うものをつくって、ビジネスチャンスを、もっと広く

言えば研究プラットフォーム自体をつくって、研究デ

ータが世界で研究者のなくてはならない存在になって、

そこでサステイナブルなビジネスを展開しようという

大きな流れの中で、メタデータを付けるためのツール

づくりは産業政策として非常に大きなテーマであると

いうことは、私が講演するときは必ずお話しさせてい

ただいています。 

 その一方で、今おっしゃったツールに限定して議論

させていただくと、ツールのメタデータのフィロソフ

ィはやはり研究者が考えなければいけません。道具の

デザイン、仕様を決めるところはまだ研究開発要素が

多分に含まれています。武田先生の前でこういう話を

するのはあれなのですが。そういうテーマであるとは

思います。今日まさに一つの事例をご紹介いただいた

ように理解しています。非常に大事なポイントだと思

います。言いたかったのは、研究開発のチャンスもビ

ジネスのチャンスも両方あり得るポイントだと思いま

すということです。国としては、支援するというのは

一つの流れとしてあっていいと思います。 

 

●林賢紀 確かに、ライブラリアンと研究者の共通の

重なるところが、キュレーター的というあたりなのか

なという印象を受けました。 

 この話題で他にコメントはありますか。 

 

●フロア 3 広島大学の職員です。先ほどいろいろと

ファンディングエージェンシーの話などが出ました。

大学も経営的な観点を持たなければいけないのですが、

科研費など、ファンディングエージェンシーがオープ

ンの義務化に進んでいくと、大学もやらざるを得ない

という感じになっていきます。 

 もう一つ、データの保管場所もいろいろ議論してい

るとありましたが、データ管理をしていくのは経営だ

けではなかなか難しい問題があって、大きなデータを

どうやって束ねておくかということが非常に大きくて、

今、個人の研究者にそれを任せることでいいのかとい

うこともありますので、その辺をもう少し積極的な政

策として進めていただけるといいなと感じました。 

 

●赤池 まさにご指摘いただいたとおりでして、そう

いう方向と個々の研究者の研究活動を尊重するという

ことも基本で、そこのトレードオフをどうやって取っ

ていくかということがあります。 

 もう一つ重要なアクターとして、産業をビジネスと

して回していくことがとても大事です。私が言うのも

何ですが、パブリックセクターの世界の中だけでとい

うのはかなり難しくなってくる時代が来ているのでは

ないかという印象はあります。民間のリソース、お金

や、大学が持っているシーズをビジネス化するなど、

新しい形で次の世代をつくっていく必要があるのでは

ないかと思っています。 

 私はついこの間、ドイツのメルク社の 350 周年のシ

ンポジウムに行ったのですが、そのときに、あるアメ

リカのベンチャーの会社が売り込みに来ました。そこ
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は研究ツールを一貫して全部見てくれます。それはど

ちらかというと、共同研究にするためのフォーマット

に最初から研究データを入れるところからやると全部

管理できますというビジネスです。世界中でビジネス

としてかなりやっているそうです。今、キュレーター、

ライブラリアンとして、そのような新しい日本発のビ

ジネスを新たに展開して、日本発の経済が成り立つよ

うなエコシステムをつくっていけると一番望ましいの

ではないかと思います。ただ、これはかなり現状から

飛躍していますけれども、いろいろな枠組みも広げて

今ご指摘の点も含めて考えていきたいと思います。 

 

●林賢紀 今日のテーマは「データ利活用ポリシーと

研究者・ライブラリアンの役割」ということで、デー

タポリシーを策定するガイドラインから、概要、実際

のつくられ方、実際にデータ利活用をするに当たって

このような形でサポートするという事例を、今日、3

本の講演の中で検討させていただきました。ディスカ

ッションの中では、研究者・ライブラリアンの役割に

関して、同じようなところがあるという点が得られた

と考えています。 

 1 点だけ、オンラインで頂いたコメントで拾い忘れ

たものがあったので、ご紹介いたします。「機関リポ

ジトリ以外のデータの公開の場にはどのようなものが

あるのか」というご質問でした。これは他の方からも

コメントを頂戴しておりまして、例えば figshare、

Dryad、GitHub 等々のサービスがあるということです。

他にもいろいろなサービスがあるかと思いますし、

NIIでも将来的に構築予定と聞いております。 

 それでは、パネルディスカッションはここまでにし

たいと思います。パネラーの皆さまに拍手をお願いい

たします。 
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